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令和６年４月３０日 部長会議 
   

開催日時  令和６年４月３０日（火） 午前９時００分から午前９時３５分まで 

開催場所  庁議室 

出 席 者  市長、副市長、教育長、総合政策部長、総合政策部理事（草津未来研究所担当）、総合政策

部理事（経営・ＤＸ戦略担当）、危機管理監、総務部長兼法令遵守監、まちづくり協働部長、環

境経済部長、健康福祉部長、健康福祉部理事（健幸都市づくり・地域共生社会推進担当）、

子ども未来部長、都市計画部長、建設部技監、建設部長、建設部理事（住宅担当）、上下水

道部長、教育部長、教育部理事（学校教育担当）、議会事務局長 

欠 席 者  なし 

議事概要  下記のとおり 

 

１．市 長 訓 示 

・４月２４日に草津市の人口が１４万人に達した。人口は、昭和２９年１０月１５日に草津市が誕生した際の

３２，１５２人から７０年間増え続けて４．３５倍となった。 

・一方、同じ日に、人口戦略会議が「消滅可能性自治体」等を公表した。滋賀県内では高島市・甲良町が

「消滅可能性自治体」で、栗東市・守山市が「自立持続可能性自治体」となっている。草津市は、そのどち

らでもないが、人口減少が見られないものの出生率が低い「ブラックホール型自治体」に近い位置付けと

なっており、出生率の向上が重要な課題の一つとなっている。若年女性人口の減少を抑え、「子どもを産

み育てるなら草津」を掲げ、子育て支援の強化がこれからも必要だと考えている。また、高齢者が元気に

社会を支えていく必要もあると思っている。今まで以上に住みよいまち、住み続けたい健幸都市を目指し

ていかなければならないと考えているので、よろしくお願いしたい。 

・４月２８日には、市制施行７０周年記念として、第５６回宿場まつりが開催された。５年ぶりに東海道筋で

の時代行列が復活し、快晴の下、５万人の人出で賑わった。出動いただいた職員の皆様には感謝申し

上げる。 

・市制施行７０周年記念事業としては、１０月にはテレビ東京系列の「出張、なんでも鑑定団 in 草津」の

公開収録が予定されており、番組内で鑑定を行うお宝募集と観覧者の募集をしている。職員の皆様もお

宝の出品について、御本人はもちろんのこと、家族、友人、親戚など、広く呼び掛けていただきたい。 

・各部局の主要課題整理、および組織目標について、各部局における取組をヒアリングさせていただいた。

それぞれの課題の解決に向け、スケジュールを立てて期限をもって、部局間が一体となって連携し、着実

に取組を進めていただくようお願いする。 

・５月の連休中であるが、仕事に従事いただく方、地域の催しに参加いただく方、家族や友人と過ごされる

方など、様々だと思うが、ゴールデンウィークを有意義に活用していただきたい。 

 

２．審 議 事 項 

（１） 令和６年度国・県要望および県市長会要望の要望事項の選定について 

【総合政策部長から資料に基づき説明】 

・修正等がある場合は５月７日（火）の執務時間中に企画調整課まで連絡いただきたい。 

・６月４日の部長会議で要望書を配布する予定をしている。その後、各担当部局から県担当課へ事前説

明を行っていただき、事前説明の結果報告と補足資料を、６月１８日までに企画調整課宛に提出いただ
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きたい。７月中旬に市議会議員に要望書を配布し、７月中旬から８月中旬に県に要望活動を行う予定で

日程調整をしている。 

・自民党政調会の要望については、８月下旬で日程調整を行っており、日程が決まり次第連絡させていた

だく。選定された要望の所管の部長については、当日の出席と、併せて当日のリハーサルを兼ねた理事

者への事前説明も行うので、よろしくお願いしたい。１１件を候補として調整しているが、最終的な要望事

項は自民党政調会草津支部との調整で変更になる可能性もある。 

・近畿市長会要望については、昨年度１月１５日の部長会議で春要望を選定いただき、「教育支援体制整

備事業費補助金（切れ目のない支援体制整備充実事業）について」を要望した。秋要望については、春

要望の継続となるため、時点修正を行ったうえで、県市長会事務局に提出する。来年度の春要望につい

ては、１２月ぐらいから手続きを進める。 

 

【主な質疑・意見】 

なし 

 

【結論】 

審議了とする。 

 

（２） 草津市ＤＸ推進本部会議の設置について 

          【資料：審２－論点整理資料、審２－１】 

【総合政策部理事（経営・ＤＸ戦略担当）から資料に基づき説明】 

・今年度中に、「第２期草津市情報化推進計画」を「草津市ＤＸ推進計画」に名称を改め作成していく。これ

に合わせ、全庁的なＤＸの取組を効率的に推進していくため、全庁的・横断的な推進体制として、「草津

市情報化推進委員会」を廃止し、「草津市ＤＸ推進本部会議」を新たに設置しようとするもの。 

・概要は【審２－論点整理資料】のとおり。 

 

【主な質疑・意見】 

なし 

 

【結論】 

審議了とする。 

 

（３） （仮称）草津市こども計画の策定について（策定方針） 

【資料：審３－策定方針資料、審３－１・２】 

【子ども未来部長から資料に基づき説明】 

・令和５年４月に施行されたこども基本法に基づき、令和５年１２月２２日に閣議決定されたこども大綱を踏

まえて、計画期間が令和６年度で終了する「第二期草津市子ども・子育て支援事業計画」および「草津市

子ども・若者計画」の次期計画を包含する「市町村こども計画」として、『（仮称）草津市こども計画』を策定

する。 

・議会については、５月１７日の文教厚生常任委員会の所管事務調査において、本件について説明する

予定で調整をしている。 

・詳細は【審３－策定方針資料】のとおり。 
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【主な質疑・意見】 

・計画の対象は３９歳までか。 

⇒若者の定義が３９歳までなので、概ねその形で策定を進めていきたい。 

・「市民参加の手法」で令和６年度に実施予定されている「子ども・若者の声を直接聞く機会」とはどのよう

な形を想定されているのか。 

⇒「子ども・若者の声を直接聞く機会」については、理事者協議を経て、中学生・高校生・大学生と直接対

話の機会を設けていきたいと考えている。内容としては、中学生・高校生・大学生の方が意見を表明す

る・社会に参画しやすくするためにどういうことが必要かという点や、自分たちが成長する・活躍するため

の子ども・若者の居場所という点で声を聞きたいと考えている。 

・今の計画の中では、「安心して子育てできる環境づくり」ということで、子育て支援については網羅できて

いると考えているが、市長訓示でもあった「産み・育てる」の「産み」の部分、少子化対策に直接影響する

ような「就労支援・給与アップ」や「不妊治療」がこの「草津市こども計画」に位置付けられるのか。それと

もそれは別物になるのか。 

⇒「次世代育成支援事業計画」の中で、おっしゃったような「働きやすさ」といった就労の部分など、「産み・

育てる」の「産み」の部分が関わってくると思っている。「草津市こども計画」にどの程度記載するかは、今

後関係課とも協議・調整をさせていただきたい。 

・市単独で「産み」の部分まで書くのはなかなか難しいと思っているので、国や県の動向を注視しながら、

うまくフォローしていただきたい。 

・漢字の「子ども」とひらがなの「こども」の使い分けの整理はされているのか。 

⇒国の方で一定示されており、法律で漢字の「子」が使われているものは法律に基づいて漢字で表記され

ている。ひらがなの「こども」は「広い意味で成長していく過程にある皆さん」ということで、範囲が大きくな

っている。草津市で漢字の「子ども」とひらがなの「こども」をどう使い分けるかは議論の途中であるので、

この計画を策定する中で検討していきたい。 

・資料の中で「子ども」、「こども」、「子ども・若者」など様々な表記がある。なぜこの表記なのか問われた時

に「一定の考え方に基づき整理している」と答えられるよう、見解と表記を整理された方が良い。 

・「子ども」の表記については、令和６年度の組織の検討の中でも理事者と協議させていただき、今年度に

この計画を策定する中で整理していくこととしている。今年度は「子ども」と「こども」が併用される状況で

あるが、国の整理も注視しながら、市の考え方を整理いただきたい。 

・元々「こども大綱」がもう少し早く出される予定だったのが遅れた関係で、スケジュールが大分厳しくなっ

ているが、令和７年４月１日に策定できるよう、議会の説明等、スケジュールを十分に確認しながら進め

ていただきたい。 

 

【結論】 

審議了とする。 
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３．重 要 報 告 事 項 

（１）草津市の地域幸福度（Well-Being）指標アンケート調査の実施について 

【資料：報１－１～３】 

【総合政策部長から資料に基づき説明】 

・「第６次草津市総合計画第２期基本計画（令和７年度～令和１０年度）」の策定を進めるにあたり、市民

が感じている「暮らしやすさ」や「幸福感（Well-Being）」を可視化し、今後のまちづくりの参考にするためア

ンケート調査を実施する。詳細は【報１－１】のとおり。 

・デジタル庁が作成した全国の自治体で使用されている指標をそのまま使用することで、他市町村との比

較ができ、本市の強み・弱みが把握できるものと考えていることから、設問の変更は予定していない。 

・デジタル庁が実施している「地域幸福度（Well-Being）指標アンケート調査」での本市の回答数は１００余

りしかなく、母数が少ないことから、市民意識調査と同じく３，０００人の市民を対象に調査を行うことでサ

ンプル数を増やし調査の精度を上げる。 

・本市で実施した調査結果をそのままデジタル庁のダッシュボードに反映することができるので、他自治体

との比較が容易にできる。今後、これをどのように総合計画に位置付けるかは今後審議してまいりたい。 

・また、６月６日に係長級以上を対象としてウェルビーイングの職員研修を実施する。今後、総合計画にウ

ェルビーイングの考え方を取り入れていくことも踏まえ、職員間で「ウェルビーイングとはどういうものか」

という共通認識を持ちたいと考えているので、可能な限り参加いただきたい。午前に講師による全体講

演、午後に人数を絞って実践的な活用の研修を想定している。午後は人数に限りがあるので、企画調整

課でどの分野からどれぐらいの人に出席いただくかについて、改めてお願いさせていただく。 

 

（２）ＪＲ草津駅西口での「閉鎖型喫煙所整備事業」について 

【まちづくり協働部長から資料に基づき説明】 

【非公表事案のため記録なし】 

 

（３）待機児童の発生について（令和６年４月１日現在） 

【資料：報３－１】 

【子ども未来部長から資料に基づき説明】 

・令和３年度から３年連続で年度当初の待機児童数がゼロであったが、令和６年度４月１日現在で待機児

童が発生した。詳細は【報３－１】のとおり。 

・本件については、本日午後に正副議長説明、文教厚生常任委員会の正副委員長説明を行った後、ポス

ティングを行う予定をしている。 
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